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施 政 方 針 

 

本日、ここに、「令和８年 第１回まんのう町議会定例会」の開会に

あたり、私の町政運営に対する所信の一端を申し述べると共に、「令和

８年度 当初予算」における主要施策の概要につきまして、ご説明を申

し上げ、議員並びに町民の皆様のご理解とご賛同を賜りたいと存じま

す。 

 

わが国はいま、人口減少の本格化に加え、物価高やエネルギー価格の

変動、人手不足、国際情勢の不確実性など、暮らしと地域経済を取り巻

くリスクが重なり合う時代に入っております。社会が大きく揺れるほ

ど、行政には、変化に振り回されない「基盤」と、状況に応じて機動的

に動く「柔軟性」の両方が求められます。 

 

当町におきましては、平成 18年の合併以来、合併特例債をはじめと

する財源措置や、PFI手法も活用しながら、こども園、小・中学校、公

民館等の社会教育施設、基幹道路など、将来の暮らしを支える基盤整備

を進めてまいりました。これらは、町民の皆様のご理解とご協力の上に

積み重ねてきた成果であり、先人が守り育ててきた「ふるさと まんの

う」を、時代に合わせて次へつなぐための 礎
いしずえ

であります。 
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一方で、令和 8年度からは、合併特例債を活用できなくなります。こ

れは、単に財源の制約が強まるというだけでなく、町政運営を「量
りょう

」

から「質
しつ

」へ、そして「整備
せ い び

」から「活用
かつよう

・維持
い じ

」へと、確実に転換し

ていく節目であると受け止めております。つくる時代から、賢く使い、

長く保ち、必要なものに確実に投資する時代へ。限られた資源のもと

で、何を守り、何を伸ばすのか。町としての意思と優先順位が、これま

で以上に問われます。 

 

また、デジタル化の進展は、便利さをもたらす一方で、情報格差や

孤立
こ り つ

の課題も顕在化
けんざいか

させています。加えて、気候変動の影響とみられる

大雨の頻発
ひんぱつ

、猛暑の常態化
じょうたいか

は、農業や暮らし、健康、インフラ維持にも

影響を及ぼし、地域の「日常」を揺さぶっています。こうした変化は、

10年、20年という時間軸だけでなく、私たちの子や孫の世代、さらに

その先の未来にまで影響するものであります。だからこそ、いまをしの

ぐ対策と、将来に備える投資を両立させ、次の世代が誇れる町のかたち

を描いていかなくてはなりません。 

 

そこで、令和 8年度に向け、取り組むべき課題に対する基本的な認識

を申し上げます。 
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まず、安全・安心であります。近年、全国各地で自然災害が激甚化
げきじんか

・

頻発化
ひんぱつか

しており、南海トラフ巨大地震への備えは待ったなしでありま

す。防災は、設備を整えるだけでは十分ではありません。情報が届くこ

と、避難につながること、支援が途切れないこと、そして平時からのつ

ながりがあること。こうした「行動につながる防災」へと発想を改め、

災害時の初動体制、避難行動要支援者への支援、地域の自主防災の力、

消防・関係機関との連携などを一体として高め、実効性ある備えを積み

重ねていく必要があると考えます。 

 

次に、子どもと子育てであります。少子化が進む中で、子育て支援

は、施策の“量
りょう

”を並べるだけでは届きません。必要な方に、必要な

時期に、必要な支援が届くことが重要です。妊娠・出産から乳幼児期、

学齢期、思春期まで、切れ目なく伴走する支援体制を整えるとともに、

保護者の不安や孤立を早期に受け止める相談支援、子どもの学びと育ち

を支える環境整備を進め、子どもたちの「いま」と「これから」を地域

全体で支えていく必要があると考えます。 

 

また、暮らしと福祉であります。ヤングケアラー、ダブルケアラー、

高齢単身世帯の孤立、就労の不安定さなど、課題は個別化し、複合化し

ています。支援が必要な方ほど、制度の狭間
は ざ ま

に落ちやすい現実もありま
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す。だからこそ、分野ごとの縦割りにとらわれず、相談の入口をわかり

やすくし、早期
そ う き

把握
は あ く

と重層的
じゅうそうてき

な支援につなげる体制づくりが必要であ

ります。誰もが自分らしく暮らし続けられるよう、移動、見守り、居場

所、健康づくりなど、日常に根差した支え合いの仕組みを、地域の力も

お借りしながら整えていく必要があると考えます。 

 

さらに、産業と活力であります。物価高や燃料費の上昇、人手不足

は、地域の事業者や農林業に直接の影響を及ぼしています。こうした環

境下で町の活力を保ち、次につなげるためには、地域の強みを生かしな

がら、「稼ぐ力」と「支える力」を同時に高める必要があります。農業

をはじめとする地域産業の振興に取り組むとともに、販路
は ん ろ

開拓
かいたく

や付加
ふ か

価値
か ち

向上
こうじょう

、担い手確保・省力化、観光・交流の再構築などを通じて、

地域資源を“点”ではなく“面”として磨き上げ、新たな魅力と仕事を

生み出す環境づくりが必要であると考えます。 

 

以上の基本認識のもと、令和 8年度は、まんのう町総合計画を基軸

に、計画を「つくって終わり」にせず、成果と課題を見える化し、改善

を重ねることで、実効性を高めてまいります。あわせて、まんのう町デ

ジタル田園
でんえん

都市
と し

構想
こうそう

総合
そうごう

戦略
せんりゃく

を推進し、行政手続の利便性向上や業務

の効率化を図るとともに、デジタルが苦手な方を取り残さない支援にも
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配意し、暮らしの質の向上につなげてまいります。 

 

そして、合併特例債の終了を見据え、施設の適正配置と長寿命化、公

共サービスの提供方法の見直し、将来負担を抑える取り組みを進め、持

続可能な行財政運営を確立してまいります。限られた財源と人員を、町

民の安全・安心と将来への投資に、確実に振り向けるため、事業の優先

順位を明確にし、不断の点検と見直しを徹底してまいります。 

 

私は、先人が築いてきた「ふるさと まんのう」を、次の世代へ誇れ

る形で引き継ぐことを使命とし、町民の安全・安心を第一に、町民一人

ひとりの声に耳を傾け、支え合いの力が循環するやさしいまちを、皆様

と手を取り合って実現してまいります。 

 

次に、「財政状況と今後の見込み」でございます。 

日本を取り巻く状況におきましては、米国
べいこく

関税
かんぜい

措置
そ ち

に関する日米
にちべい

協議
きょうぎ

は合意に至ったものの、世界経済の先行きには依然として不透明感がご

ざいます。また、国内においても、少子化や地方の衰退といった早急に

克服すべき構造的な課題があり、国は生活の安全保障・物価高への対

応、危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、防衛力と外交

力の強化を３つの柱とする「「強い経済」を実現する総合経済対策」を
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策定いたしました。 

本町においては、まず、歳入の根幹をなす町税などの一般財源につい

て、個人所得に関する税収については、賃上げ率が２年連続で５％を上

回るなど、「デフレ・コストカット型経済」から、その先にある新たな

「成長型経済」に移行する段階まで来たとされ、一定の伸びが期待でき

ます。一方で、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とし

た物価上昇により、個人消費は力強さを欠いている状況であり、引き続

き消費活動の停滞による地域経済の非活性化が危惧されるところであり

ます。 

こうした状況の中、本町においても令和８年度の当初予算を編成いた

しましたが、まず、最も大きい財源である地方交付税は、令和７年度の

実績や国の地方財政対策に基づき積算した結果、普通交付税は前年対比

５千万円、特別交付税は１，３００万円の増額としております。 

また、町債におきましては、令和７年度で合併特例債の発行終了に伴

いまして前年対比４億９，８３０万円の減額となりました。 

歳出につきましては、人件費や公債費といった義務的経費の増加はも

とより、情報
じょうほう

関連
かんれん

設備
せ つ び

機器
き き

更新
こうしん

工事
こ う じ

や、国が推し進める基幹
き か ん

業務
ぎょうむ

シス

テムの標準化に対応するための導入費用も非常に大きいものとなってお

ります。長期的に見ても、増加し続ける社会保障費、標準化業務の運用

経費、町有インフラの維持補修費が継続的
けいぞくてき

に発生し、厳しい財政状況が
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続くものと思われます。 

 

それでは、「令和８年度 当初予算の概要」について、ご説明を申し

上げます。 

令和８年度のまんのう町当初予算は、一般会計と特別会計を合わせて

総額１７４億５，７２０万円となっており、前年度当初予算総額と比較

して５億６，９３０万円の減少、３．２％の減となっています。 

会計別に見てみますと、まず一般会計では、総額１２０億９，１００

万円であり、対前年度６億６，９００万円の減少、５．２％の減となっ

ています。 

次に特別会計は、５３億６，６２０万円で、前年度に比べて 

１億１０万円の増加、１．９％の増であります。 

当初予算の主要な増減を分析してみますと、一般会計におきまして

は、以前から取り組んでおります情報
じょうほう

基盤
き ば ん

整備
せ い び

事業費
じぎょうひ

がまんのうセン

ターの機器
き き

更新
こうしん

に伴い約２億３，０００千万の増額ではあるものの、

本庁舎
ほんちょうしゃ

外壁
がいへき

等
とう

改修
かいしゅう

事業
じぎょう

や児童
じ ど う

生徒
せ い と

教員用
きょういんよう

端末機
たんまつき

更新
こうしん

事業
じぎょう

が完了した

ことによりまして総額として減少しております。 

特別会計の主な要因を会計別に見みますと、国民健康保険特別会計

（事業勘定）では対前年度１，８００万円の増加、０．８％増となって

おり、国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定内科）では対前年度 
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２６０万円の増加、３．８％増となっています。 

また、後期高齢者医療特別会計は後期高齢者医療広域連合納付金が増

加し、対前年度５，４７０万円の増加、１４．７％増となっており、介

護保険特別会計では特別会計に属する職員の追加による人件費の増加に

伴い、対前年度２，４８０万円の増加、０．９％増となっております。 

また、企業会計である、下水道事業会計の当初予算規模は、 

３億１，９３０万９千円となり、対前年度１，６２７万５千円の減少、

４．８％減となりました。 

尚、国民健康保険、後期高齢者等の医療保険関係の特別会計は国の制

度改正に左右されるものであり、その影響も大きい為、動向を注視して

いく必要があります。 

 

次に、総合計画につきましては、令和７年度に、「第２次まんのう町

総合計画後期基本計画」を策定し、令和７年度から令和 11年度までの

５年間の計画を実施し、人口減少、少子・超高齢化社会や労働力人口の

減少など、社会全般にわたり、様々な影響を鑑みながら、今後も引き続

き本町の新たなまちづくりの方向性に基づき、施策の総合的かつ計画的

な実施に取り組んでまいります。 

 

次に、令和８年３月 20日をもって、まんのう町が合併して 20周年に
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なります。 

本町と致しましても、合併 20周年の記念式典を秋口に開催予定にし

ております。また、合併 10周年から 20周年にかけて、町の表彰規定に

基づき、功労者の方々の表彰も併せて予定をしております。 

 

次に、自治体ＤＸの推進についてでございます。情報システムの標準

化への移行は延期となり令和９年１月に変更となります。移行に向けて

引き続き取り組んでまいります。 

また、公開型ＧＩＳ 通称「まんのうマップ」について必要な情報が

より見やすくより分かりやすい地図情報を提供できるよう改善に取り組

んでまいります。更には、外部のデジタル人材を活用し、スマホ教室の

開催、生成ＡＩの活用及び住民との接点であるフロントヤードの改革に

ついても進めてまいります。 

 

それでは、令和８年度の「主要な事業、施策の概要」につきまして、

「第２次まんのう町総合
そうごう

計画
けいかく

後期
こ う き

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」の基本目標・施策目標並び

に「まんのう町デジタル田園
でんえん

都市
と し

構想
こうそう

総合
そうごう

戦略
せんりゃく

」の分野別施策に沿っ

てご説明申し上げます。 

 

 最初に、総合計画の基本目標の一つである、「自ら学び、支え合うま
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ち」の政策目標の１、「みんながいきいきと支え合って暮らせるため」

における、福祉の分野についてでございます。 

 

  国は経済対策として、特に物価高の影響が長期化し、その影響を強

く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を

応援する観点から、子ども一人につき、２万円の手当を支給することと

しました。 

 本町では、令和７年１２月より事業に着手し、令和８年１月に対象者

への案内通知の発送、１月３０日より支給を開始し、各月末での支給を

行っており、これまでに１月分と２月分につきましては支給済みとなっ

ています。 

本事業の申請につきましては、３月末が申請期限となっておりますの

で、申請が必要な方は速やかに申請いただき、手当を受給されますよう

お願い致します。 

次に、令和８年度は様々な福祉関連の計画策定が必要な年となってお

ります。 

 まず、高齢者福祉では、まんのう町高齢者福祉計画及び第１０期介護保

険事業計画を策定することとなっています。 

計画の策定にあたっては、高齢化率の増加と、介護保険料の改訂等、

予断を許さない現状があると認識していることから、計画では、高齢者
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が自分の家で自分らしく暮らせるための、「共生社会の実現」と「予

防」の施策が重要と考えています。 

障害者福祉では、第５期障害者福祉計画、第８期障害福祉計画、第４

期障害児福祉計画を策定する事となっています。 

計画の策定にあたっては、国の基本的指針が令和８年３月に告示され

る予定になっておりますので、地域の実情と併せて、国の指針に基づき

策定してまいります。 

 

次に、予防重視の健康づくりの推進ということでは、少子高齢化が加

速する中、住民一人ひとりの健康
けんこう

寿命
じゅみょう

延伸
えんしん

、と次世代を担う子どもた

ちの健やかな成長支援が重要な課題となっております。 

健康寿命の延伸のために、特定健康診査受
とくていけんこうしんさじゅ

診率
しんりつ

60％の目標達成に向

け、生活習慣病の早期発見・早期治療を推進してまいります。 

また、食生活改善推進員や、まんのういきいき体操推進員など、地域

で健康づくりをリードする人材の育成を強化し、町民が主体的に健康管

理に取り組める環境を整備いたします。 

こどもたちの健やかな成長支援としては、令和８年度より５歳児健康

診査を新たに開始し、就学前の発達段階における支援ニーズを早期に把

握し、切れ目のない子育て支援体制を構築してまいります。 

また、令和８年度より妊婦を対象とした RSウイルスワクチンの予防
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接種を定期接種化し、新生児の重症化リスクを低減いたします。 

地域ぐるみで健康増進のまちづくりを一層進め、全世代が安心して暮

らせるまちを実現してまいります。 

  

次に.政策目標の２、「豊かな学びと生きがいを育む」ための教育関係

の取り組みについてでございます 

 

令和７年度における実績について申し上げます。 

まず、教育内容の充実についてでございますが、ＧＩＧＡ端末
たんまつ

整備
せ い び

事業
じぎょう

により、来年度から児童生徒及び教員が使用する端末
たんまつ

としまして、

クロームブックを導入いたしました。 

これは、現在使用している端末でありますｉＰａｄ(アイパッド)が、

物理的な使用期限を迎えることから、香川県ＧＩＧＡスクール構想推進

協議会の中で機器を選考、公募型プロポーザルを経
へ

まして選定した、ノ

ート型パソコンでございます。 

今回導入したクロームブックが、学校のみならず、家庭での学びに使

用されるなど、鉛筆やノートといった身近な文房具として、活用される

ことを期待しているところでございます。 

 

次に、施設関係でございます。 
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ひとつ目としまして、学習環境の向上と電気代の節約を目的として、

学校施設における照明のＬＥＤ化を進めて参りましたが、本年度におき

ましては、長炭小学校、満濃南小学校及び四条小学校のＬＥＤ化ができ

ていない照明を、また、長炭こども園及び四条こども園の照明をＬＥＤ

に交換いたしました。これによりまして、町内全てのこども園及び小学

校の照明が、ＬＥＤとなりました。 

ふたつ目としまして、満濃南こども園のゼロ歳児におきまして、受け

入れ人数の余裕がなくなりつつあります状況を考慮いたし、旧幼稚園棟

のふた部屋を改修し、今後の園児の増加にも対応できるようにいたしま

した。 

このほか、満濃中学校と高篠小学校の駐車場を拡充
かくじゅう

するべく、新た

に用地を購入、駐車場として整備いたしました。このことによりまし

て、周辺の交通にも支障をきたしていました、児童生徒の送り迎えの際

の、混雑を緩和することが可能となりました。 

 

続きましては、来る４月からの取り組みについてでございます。 

まず、「まんのう町乳児
にゅうじ

等
とう

通園
つうえん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」いわゆるこども誰でも通園制

度を開始いたします。 

本事業は、こども家庭庁から示された、「すべてのこどもの育ちと子

育て家庭を支援する取り組みの推進」に基づいた事業でございます。保
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育所や認定こども園などに通っていない、ゼロ歳６か月から３歳未満の

お子さんにつきまして、保護者の就労
しゅうろう

要件
ようけん

を問わず、１年間に一定の

回数まで、こども園で預かる制度となってございます。 

保護者の就労要件を問わない、という具体的な例としましては、保護者

の方が買い物へ行ったり、ケガや体調を崩して通院したりする場合な

ど、保護者の多様なニーズにも対応できますので、お子さんを預ける必

要がある場合には、ご利用いただきたいと考えております。 

 

次に、学校給食費の無償化についてでございます。 

長年、保護者の皆様方から強い要望がございました、小・中学校にお

ける学校給食費の無償化を実施したいと考えております。 

文部科学省が、公立の小学校給食における食材費の高騰に苦慮してい

る、まんのう町などの地方自治体に対して、食材費を支援する、といっ

た動きを踏まえたものでございます。 

本町といたしましては、小学校における給食費の無償化に併せて、中

学校の給食費も同様の取り扱いを行うことで、保護者の負担軽減に繋が

ると考えておるところであります。小・中学校における給食費の無償化

の実施に関しましては、本３月議会に、まんのう町学校給食費徴収条例

の一部改正を上程してございますので、よろしくお願いいたします。 
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次に、中学校の部活動についてでございます。 

現在、まんのう町におきましては、地域の方
かた

を「部活動指導員」とし

て雇用しまして、部活動の指導に当たって頂いている状況でございま

す。 

令和５年度に設立した「部活動
ぶかつどう

地域
ち い き

移行
い こ う

検討
けんとう

準備
じゅんび

委員会
いいんかい

」を、４月以

降におきまして「部活動
ぶかつどう

地域
ち い き

展開
てんかい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」へ本格移行させ、本町の

中学生にとりまして、最適な部活動運営の形態を模索して参ります。  

  

最後になりますが、今後急速に進むと予想される児童の減少に対応す

るべく、「まんのう町認定こども園及び学校
がっこう

適正
てきせい

規模
き ぼ

・適正
てきせい

配置
は い ち

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」の設立に向け、先般立ち上げをいたした、「まんのう町認定こ

ども園及び学校
がっこう

適正
てきせい

規模
き ぼ

・適正
てきせい

配置
は い ち

検討
けんとう

準備
じゅんび

委員会
いいんかい

」での議論をすすめ

て参ります。 

 

次に生涯学習施設についてでございます。 

四条公民館駐車場整備工事について、高齢者や体の不自由な方、妊産婦

の方にもご利用いただきやすいよう、入口付近に優先駐車場を設けるな

ど、安全性とバリアフリーにも配慮して整備を進めています。令和７年度

は、計画しておりました約 3，000㎡の舗装工事と併せて１２基の照明設

備が完了いたしました。 
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 令和８年度は、約 1，000㎡の舗装工事と３基の照明設備及びマンホ

ールトイレ等を計画しております。 

次に、文化財についてでございますが、 

名勝
めいしょう

満濃
まんのう

池
いけ

は、我が国最大級のため池として、古くから本町の農業と

暮らしを支えてきた、本町を代表する財産です。空海による改修で知られ

る歴史的背景と、四季折々
し き お り お り

の豊かな自然景観をあわせ持ち、国の名勝に指

定された貴重な文化財であるとともに、まんのう町の「顔」として、町内

外の多くの方々に親しまれています。 

本町では、この名勝
めいしょう

満濃
まんのう

池
いけ

を次の世代に確実に引き継ぐため、「保存」

と「活用」の両立を基本方針に、計画的な取り組みを関係者と連携して進

めて参ります。 

また、令和７年度より「まんのう町文化
ぶ ん か

財
ざい

保存
ほ ぞ ん

活用
かつよう

地域
ち い き

計画
けいかく

」の策定に

取り組んでおり、この計画では、指定文化財のみならず、未指定の文化財

を含めた町内の文化財を包括的
ほうかつてき

に保存
ほ ぞ ん

継承
けいしょう

することにとどまらず活用

についても検討を進めています。 

 

次に政策目標の３、「多様性を認め合う社会を築く」ための取り組みに

ついてでございます。 
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人権尊重の社会の実現に向けては、「まんのう町人権教育・啓発に関

する基本計画」の見直しを行っていることや、様々な人権教育や人権啓

発を推進するため、平成２８年に施行された部落差別解消推進法、障害

者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法をはじめ、ＬＧＢＴ理解増進法の

４つの法律により引き続き差別の解消に向けた取り組みを行ってまいり

ます。 

また、パートナーシップ宣誓制度を令和４年４月から施行しております

が、令和８年４月からファミリーシップ宣誓制度の施行も予定しており

ます。 

男女共同参画の推進では、誰もが自分らしく、社会の中で幸せに生き

ていくために、お互いの人権を尊重し合い、それぞれの多様なあり方を

認め合うことが求められています。しかし、性別による差別や偏見、 

ＬＧＢＴＱプラスを含む性的少人数者に対する配慮なども課題となっ

ており、人権問題の解消に向けた取り組みを行ってまいります。  

 

次に基本目標の２、「農林商工・観光が息づくまち」の政策目標の

４、「しごとを創出する」取り組みについてでございます。 

 

農業の振興につきましては、ご承知のとおり、農業後継者の確保や

遊休
ゆうきゅう

農地
の う ち

・耕作
こうさく

放棄地
ほ う き ち

の事前防止対策などが喫緊
きっきん

の課題となっており
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ます。 

一昨年より主食用米の販売価格が高値
た か ね

に転じ、現在も高値
た か ね

のまま推移

しておりますが、一方で、農業用資材の高騰
こうとう

による耕
こう

種
しゅ

農家
の う か

への大きな

負担に変わりはなく、また、畜産
ちくさん

農家
の う か

においても飼料価格の高騰
こうとう

が続い

ており、経営が圧迫されていることに変わりはございません。こうした

課題に対しましては、土地利用型農業を推進するため、耕畜
こうちく

連携
れんけい

による

ＷＣＳ用稲
いね

の作付面積を計画的に拡大し、水田活用の直接支払交付金を

有効に活用できるように取り組める体制を強化してまいります。 

さらに、農業所得向上につながる取組みとして、水稲
すいとう

の再生
さいせい

二期作
に き さ く

な

どの研究も併せて継続する所存です。 

次に、昨年３月中に策定いたしました農業に関する「地域計画」につ

いてご報告申し上げます。この地域計画につきましては、それぞれの地

域の実情に応じて、認定農業者だけでなく、地域農業を担う多様な経営

体や自治会代表者にもご参入いただいて、すべての地域で環境保全や景

観保持の観点からも意見を集約しております。その中で、担い手が不足

する地域にあっては、新たな集落営農団体の設立を香川県、ＪＡ、町が

一体となって後押して、農業委員や農地
の う ち

利用
り よ う

最適化
さいてきか

推進
すいしん

委員
い い ん

も積極的に

かかわりながら推進するほか、基盤整備や土地改良施設の改良などが必

要な地域にあっては、次期中
じきちゅう

山間
さんかん

地域
ち い き

総合
そうごう

整備
せ い び

事業
じぎょう

への取り組みについ

て対象となる地域との調整を行っているところでございます。今後につ
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きましても、この地域計画の実現に向け、より深く検討し、改善しなが

らブラッシュアップを進めてまいります。 

さらに、中山間
ちゅうさんかん

地域
ち い き

等
など

直接
ちょくせつ

支払
しはらい

制度
せ い ど

や多面的
ためんてき

機能
き の う

支払
しはらい

制度
せ い ど

の

協定農
きょうていのう

用地
よ う ち

面積
めんせき

の確保に努め、併せて有害
ゆうがい

鳥 獣
ちょうじゅう

対策
たいさく

事業
じぎょう

を進めなが

ら町内農地の荒廃
こうはい

の防止、保全に努めて参ります。 

次に土地改良事業について申し上げます。 

本町の基幹産業である農業を持続的に発展させ、地域計画の実現をめざ

すためには、農業生産基盤の整備が不可欠でありますことから、地域の

中核を担う農業経営者や土地改良区との連携をより一層強化し、有利な

補助制度を積極的に活用しながら、将来を見据えた土地改良事業の推進

に取り組む所存です。とりわけ、農業用水の安定確保や排水機能の向

上、農地の集積・集約化を促進する区画整備など、地域の実情に応じた

事業を計画的かつ積極的に進めてまいります。 

加えて、老朽化が進む農業用ため池や水路等の土地改良施設につきまし

ては、防災・減災の観点から、速やかに点検・補修を実施して、安全性

の確保に努めてまいります。 

  

次に、森林・林業についてです。 

昨年末からの少雨により、本町でも渇水が心配されておりますが、こ

のような事態になりますと、改めて本町における水源
すいげん

林
りん

としての森林
しんりん
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保全
ほ ぜ ん

の重要性を認識しているところです。現在、新たな、まんのう町森

林整備計画の策定を進めておりますが、その中では、すでに本町の森林

のほとんどを水源かん養機能の維持増進を図る森林にゾーニングしてお

ります。今回、さらに、集水面積が小さな水源地域については、

長伐期施業
ちょうばっきしぎょう

を行う区域にゾーニングするなど、本町の地域特性を考慮し

たゾーニングにより、計画的な森林整備を推進してまいります。 

また、森林におきましても、森林所有者の森林経営への関心の低下に

より、放置
ほ う ち

森林
しんりん

の増加が懸念されるところですが、その対策としては、

森林所有者と森林整備の担い手を繋ぐことが重要であると認識しており

ます。それは同時に、成熟しつつある森林資源を有効活用することで、

森林の適正な管理を図るととともに、林業の担い手の確保・育成を図る

ことにも、つながることから、本町におきましては、森林組合を中心に

した森林経営の集約化を支援してまいりたいと考えております。 

そのため、本町で整備した航空レーザー計測による森林資源情報デー

タを森林組合が有効に活用できるようにするとともに、森林整備連絡会

などの開催を通じて、計画的な森林整備について検討してまいります。  

次に、ひまわり・そばの里づくり推進事業についてです。 

搾油用ひまわりの生産につきましては、本年度も、ひまわり振興協議

会を推進母体として、高品質かつ安定した収量が確保できるよう生産者

との調整を進めているところです。また、そばの生産につきましては、
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まんのうそば生産振興会を推進
すいしん

母体
ぼ た い

として、年々栽培面積は増えてお

り、川
かわ

奥島
おくしま

が峰
みね

地区
ち く

を中心に、昨年は約９ｈａに作付けされました。遊

休農地の解消にも大きく貢献していただいておりますので、今後とも支

援を継続してまいりたいと考えております。 

 続いて、国指定特別天然記念物コウノトリについてです。昨年４月に

３年連続となるヒナが誕生し、６月に巣立ちを迎えることができまし

た。今年も４年連続のヒナ誕生に向け、期待が膨らんでいるところで

す。昨年は２羽のヒナが誕生しましたが、残念ながら１羽が巣立ち後に

死亡してしまいました。本町では、この死亡したコウノトリについて、

学術的・文化的価値が非常に高いものであることから、現在、剥製化
はくせいか

に

取り組んでおります。剥製
はくせい

が完成いたしましたら、皆様にお披露目する

とともに、今後のコウノトリの保護活動に活用していきたいと考えてお

ります。コウノトリが繁殖
はんしょく

場所
ば し ょ

として本町を選んでくれたことは、幸

運なことです。コウノトリの保護を通じて、本町が有するすばらしい自

然環境を町内外へ発信し、郷土愛の育成や関係人口の増加に繋げていき

たいと思っておりますので、ご支援のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

次に、商工関係では、物価高騰対策として、町民の食料品を含む消費下

支え、家計負担軽減と地域内消費の喚起、地域活性化を目的とし、町民全
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員を対象とする、１万５千円の「まんのう町地域応援商品券」プッシュ型

事業を実施し、町民生活の支援をしてまいります。 

 

次に、企業誘致に関しましては、本年森林関係事業者の企業誘致がまと

まり、現在創業にむけ進捗しています。また、企業立地優遇制度について

も、さらなる優遇措置の研究をおこなっており、香川県をはじめ、関係機

関と連携を図り、情報を収集し、今後も企業誘致の推進に取り組んでまい

ります。 

 

 次に、移住・定住対策についてです。 

 若者住宅取得補助事業については、年間約４０件程度で順調に推移し

ており、町外からの転入や町内からの転出を防ぎ、一定の効果を発揮
は っ き

して

います。空き家の更なる活用を発揮するために、中古住宅を取得した際の

補助金の拡充も行っており、引き続き事業の推進を行ってまいります。 

また、地域木材利用促進事業についても、令和８年度より５年間事業を延

伸することで、水道給
すいどうきゅう

水管
すいかん

敷設
ふ せ つ

事業
じぎょう

との連携により、更なる相乗効果を

発揮することを期待しています。 

 

 令和５年度から、移住・定住の促進を図ることを目的とした、大学等奨

学金の返済に苦しんでいる若者を支援する「まんのう町定住者
ていじゅうしゃ

大学
だいがく

等
とう
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奨学
しょうがく

金
きん

返還
へんかん

支援
し え ん

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

」については好評であり、令和６年度が９３名、

令和７年度は１０１名の方の申請があり、移住定住に一定の成果を上げ

ているものと考えています。 

 

 次に、ふるさと納税につきましては、令和６年度には１億２千万円を超

える寄附額となっておりました。令和７年度は返礼品の品目を充実させ

るとともに、広く情報発信を行っている成果もあり、寄付金額は１億４千

万円を超える額となり毎年順調に増加をしております。今後も更なる寄

附金額の増加を図ります。 

 

次に、基本目標の３、「ゆったり暮らせるまち」の政策目標の５、「快適

な暮らしを支える」についてでございます。 

 

ごみの適正な処理の推進として、令和４年度より開始しました、可燃

ゴミの祝日収集を本年度も引続き実施してまいります。また、令和５年

度より開始しました、一人暮らしの高齢者や障害を持たれた方などを対

象とした、ゴミの「ふれあい戸別収集」では、現在３８件の利用者があ

り、好評をいただいているところであります。こちらも「快適な暮らし

を支える」ための業務の一つとして、継続してまいります。 

ごみの排出量は、人口減少や循環型社会への取り組みなどにより、全
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体として減少傾向にありますが、「４Ｒ運動の啓発と推進」を継続し、

生ゴミ処理機やコンポストの助成事業の活用などと併せて、ごみの減量

化と再資源化に向けた取組みを行って参ります。 

また、生活排水の適正な処理の推進としては、水質保全の観点から、

生活排水処理対策として、合併処理浄化槽
がっぺいしょりじょうかそう

整備
せ い び

への助成制度を引き続き

実施いたします。 

次に、地球温暖化防止対策の推進につきましては、地球温暖化の防止

と資源保護の観点から、住宅用太陽光の発電システムに加え、令和３年

度より蓄電システムの導入助成制度を実施しており、今年度も予算枠を

上回る結果となりました。地球規模で見ますと微力ではありますが、本

町としましては、新年度も引き続き導入助成制度を実施し、地球温暖化

防止と限りのある資源の保護に向けた対策を推進いたします。 

 

次に防災
ぼうさい

・減災
げんさい

対策
たいさく

につきましては、令和７年９月から１２月にかけ

て、満濃地区、琴南地区、仲南地区の各消防団が合同で、林野火災を想

定した中継
ちゅうけい

送水
そうすい

訓練
くんれん

を実施いたしました。南部消防組合指導のもと、

火災をはじめとする災害が発生した際に消防団員が迅速
じんそく

かつ的確な対応

ができるよう、技術
ぎじゅつ

向上
こうじょう

に努めてまいります。 

また、消防団員の確保と活動の円滑化のため、令和４年度に仲南地区

消防団組織の再編を行いました。 
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再編に伴い、現在、旧仲南東幼稚園を解体し、その跡地に、小池
こ い け

地

区、福良
ふ く ら

見
み

地区、照井
て る い

地区を統合した第１１分団屯所
とんしょ

の建築に向けて整

備中であり、今後も順次、組織の再編に伴い副分団ごとの老朽化した屯

所を統合して、分団ごとの屯所
とんしょ

整備
せ い び

を進めてまいります。 

 

次に政策目標の６、「地域課題をみんなで解決する」についてでござ

います。 

 

交通弱者対策として「あいあいタクシー」や福祉タクシー券助成事業

を行っておりますが、本町の地域公共交通活性化協議会や皆様方のご意

見をいただきながら、より効果的な事業の運営に努めてまいります。 

また、令和８年度にも地域
ち い き

公共
こうきょう

交通
こうつう

確保
か く ほ

維持
い じ

改善
かいぜん

事業
じぎょう

の事業評価に

関し必要な協議を行うとともに、道路運送法の規定に基づき、地域にお

ける需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅

客の利便の増進を図り、持続可能な公共交通網の形成を目指してまいり

ます。 

交通安全対策につきましては、令和７年中に香川県内で起きた交通事

故での死者数は、２０人で前年比１１人減となり、５年連続で減少し、 

１９４８年以降で最も少ない記録の更新となりましたが、町内の死亡

事故は１件発生となりました。本年も引き続き、交通安全キャンペーン
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や各団体と連携した行事等で交通安全意識の啓発と事故防止の取り組み

を推進してまいります。 

また、交通安全施策の一環として取り組んでおります高齢者
こうれいしゃ

免許
めんきょ

返納
へんのう

制度
せ い ど

についても、デマンドタクシーの一年間共通パス券助成を継続し、

制度の利用者が増えるように広報誌等による周知、啓発を図ってまいり

ます。 

 

次に、琴南地区の地域振興として取り組んでおります、「島ヶ峰地区そ

ば栽培体験事業」及び「川奥そば打ち道場」は、都市と山村地域の交流を

促進するため、川奥地区において、平成１４年度より「グリーンツーリズ

ム事業」の一環として実施しております。 

コロナ過により、一時中止となった「そば栽培体験事業」も再開後、４

年目を迎え、令和７年度は参加者３９名で実施されました。 

「そば打ち道場」については、令和７年度は定員を増やしたこともあっ

て約３３０名の応募がありました。これは、コロナ過明けの令和４年度と

比べて４割ほどの大幅増となっており、より一層多くの参加者が見込ま

れております。 

また、地元有志の方により設立された「島が峰の原風景
げんふうけい

を守る会」は、

国、県、町の補助事業を有効に活用するなど、島ヶ峰地区遊休
ゆうきゅう

農地
の う ち

の再

整備事業に取り組んでおり、「島が峰地区」のそば栽培を中心に地域活性
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化のためイベント事業、ボランティア活動を積極的に行っていただいて

おります。 

例年９月に実施している花見会には、約４５０名の参加があり、本年度

も盛大に開催されました。 

今後も島ヶ峰地区における「グリーンツーリズム事業」を中心とした、

都市と山村地域の交流や、「そばのブランド化」「ＰＲ活動」「販路の拡大」

「景観
けいかん

整備
せ い び

」など地域活性化を促進するための活動を、継続的に取り組ん

でまいります。 

 

次に仲南地区につきましては、「仲南支所」「教育委員会」「小学校」「こ

ども園」「公民館」「町民文化ホール」及び「サン・スポーツランド仲南」

が一体的に町民の集いの場として活用され、『教育の杜』としてさらなる

「教育」「文化」「スポーツ」の拠点として、地域の交流や地域の活性化を

図ってまいりたいと思います。 

また、仲南地区においては、水源確保などの対策を、地元水利組合の協

力や水道企業団と連携を図りながら鋭意取り組んで参ります。 

 

以上、「令和８年度の予算編成の基本方針並びに町政運営」について

申し上げました。 
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私
わたくし

にとりまして、残された任期は後
あと

わずかとなり、５期２０年目の

総仕上げの段階にきております。 

人口減少や物価高騰、人手不足など、町を取り巻く環境が大きく変化

する中、行政に求められる役割も一層高度化・多様化しております。 

こうした状況に対応するため、施策の優先順位を明確にし、真に必要

な分野へ資源を重点配分する姿勢が不可欠です。 

将来を見据え、選択
せんたく

集 中
しゅうちゅう

を徹底し、町民福祉の向上と地域の持続的

発展に結びつく町政を進めてまいります。 

 

最後になりましたが、議員各位をはじめ、町民の皆様の変わらぬご理

解とご支援をお願い申し上げまして、「令和８年度の施政方針」といた

します。 

 

 


